
令和８年度渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付要領

令和８年４月１日から適用

本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

市は、移住促進を図るため、住まい、仕事探し、本市の特色

交付目的 である都心からの交通利便性、豊かな自然環境、充実した子育

て環境等の移住に関する環境を知ることを目的に本市に滞在し

た移住希望者に対し、補助金を交付します。

内 補助対象者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。

容 （１） 本市への移住（転勤又は結婚による転入を除く。）を

現在検討中であり、移住に向けた準備として本市を訪れ宿泊

すること。

（２） 市内の宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８

号）第３条の規定に基づく群馬県知事の許可を受け、旅館業

又はホテル業を営む施設）に連泊すること。

（３） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

補助対象者 より記録されている住所が群馬県外にあり、過去において群

馬県内での記録がないこと。

（４） 当該申請に係る滞在期間中に、担当課職員と面談を行

えること。

（５） 市のアンケート調査等に応じることができること。

（６） 渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０

号）第２条第２号に規定する暴力団員又は第１号に規定する

暴力団、これに類する暴力団関係企業、総会屋若しくはこれ

らに準ずる団体の構成員若しくはこれらに関係する者でない

こと。

（７） 過去に渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金の交

付を受けていないこと。

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が本市に滞在

補助対象経費 した期間に要した宿泊費です。ただし、国、県その他の補助金

と併用する場合は、補助対象経費からその補助金において補助

された額を控除します。

補助金の額は次に掲げるとおりとします。ただし、補助対象

経費が下記補助金額に満たない場合は補助対象経費を上限とし、

交付金額 合計補助金額は２万円を限度とします。

（１） 中学生以上 １人当たり５，０００円

（２） 小学生 １人当たり２，５００円

（３） 未就学児 対象外

予算額 この補助金の事業全体の補助限度額は、６０，０００円です。



限度額に達した時点で受付を終了します。

令和８年４月１日から令和９年２月２６日までの間かつ本市

交 交付申請の方法、 に滞在する１０日前までに渋川市移住希望者お試し滞在費支援

付 時期等 補助金交付申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、次に掲

手 げる書類を添えて市民協働推進課まで提出してください。ただ

続 し、予算額に達した時点で申請の受付を終了します。

等 （１） 補助対象者全員の住民票の写し（続柄を表示し、かつ

原本を提出）

（２） 渋川市移住希望者お試し滞在費補助金滞在計画書（様

式第２号）

（３） その他市長が必要と認める書類

申請のあった日から７日以内に交付決定をします。

交付決定の時期等 補助金の交付又は不交付を決定したときは、渋川市移住希望

者お試し滞在費支援補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

３号）により通知します。

変更交付申請の方 交付決定を受けた申請内容に変更があるときは、渋川市移住

法、時期等 希望者お試し滞在費支援補助金変更交付申請書（様式第４号）

に、新たに渋川市移住希望者お試し滞在費補助金滞在計画書（様

式第２号）を添え、滞在開始日の２日前までに提出してくださ

い。

変更交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、その

変更の決定、時期 結果を渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金変更交付（却

等 下）決定通知書（様式第５号）により通知します。

取下げの方法 補助金の交付決定後に取下げをする場合は、渋川市移住希望

者お試し滞在費支援補助金交付申請取下書（様式第６号）を提

出してください。

補助金取下書の提出があったときは、内容を精査し、その結

取下げの決定 果を渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付決定取消通

知書（様式第７号）により通知します。

滞在最終日から１か月以内又はその日の属する年度の３月２

５日のいずれか早い日までに、渋川市移住希望者お試し滞在費

支援補助金滞在活動実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書

実績報告の方法、 類を添えて、提出してください。

時期等 （１） 渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付決定通

知書及び渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金変更交付

決定通知書の写し

（２） 宿泊をした施設の領収書の写し（様式第８号の裏面に

添付）

実績報告があったときは、当該報告書の審査を行い、その成

果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合する



補助金の額の確定 と認めたときは、渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金確

定通知書（様式第９号）により交付すべき補助金の額を確定し

ます。

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付請求書（様式

請求の方法、支払 第１０号）に必要事項を記入し、請求してください。

時期等 提出された請求書に基づき、請求日から３０日以内に支払い

ます。

次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され

交付決定の取消し ます。

又は補助金の返還 （１） 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受け

たとき。

（２） 渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付要綱の

規定に違反したとき

（３） その他市長が補助金を取り消すべき事由があると認め

たとき。

次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけれ

ばなりません。

（１） 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消

された場合は、取消しに係る部分の金額

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付申請書（様式第

１号）

渋川市移住希望者お試し滞在費補助金滞在計画書（様式第２号）

申請書等の様式 渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付（不交付）決定

通知書（様式第３号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金変更交付申請書（様

式第４号）

渋川市移住希望者お試し滞在費補助金変更交付（却下）決定通

知書（様式第５号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付申請取下書（様

式第６号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付決定取消通知書

（様式第７号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金滞在活動実績報告書

（様式第８号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金確定通知書（様式第

９号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金交付請求書（様式第

１０号）

渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金返還命令書（様式第

１１号）



補助対象者は、当該申請に関する書類を、補助金の交付を受

その他 けた年度の翌年度から５年間保存しなければなりません。

渋川市役所市民協働推進課（本庁舎）

取扱担当課 電話 ０２７９－２２－２４０１（直通）

０２７９－２２－２１１１（内線２１８２）

メールアドレス iju＠ city.shibukawa.gunma.jp


